
 

 

 

 

 

 

 

成田市中高層建築物事前公開等指導指針 



（目的）  

第 1 この指針は、建築物を建築しようとする場合に、近隣居住者との間に生ずる紛争

をできる限り防止するため、必要な行政指導に関する事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第 2 この指針において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一 建築物とは別表（い）欄に掲げる地域において、それぞれ同表（ろ）欄に掲げる高

さ又は階を有する建築物をいう。 

二 近隣居住者とは次に掲げるものの何れかに該当するものをいう。 

ア 冬至における 9時から 15 時まで、建築物の日影を受ける敷地に居住するもの 

イ 建築物による電波障害等の影響を受けるおそれのある居住者 

（近隣居住者への説明） 

第 3 建築主に対して、建築物の確認申請をする前に、建築計画の内容について自主的

に近隣居住者に説明するよう指導する。 

（事前公開） 

第 4 近隣居住者に建築計画の内容を周知させるため、建築主に対して別記様式に定め

る標識を建築計画確定後、速やかに建築計画予定地の見やすい場所に設置するよう指導

する。なお当該標識設置期間は建築確認の標識板を設置するまでとする。 

（電波障害対策） 

第5 計画建築物により近隣のテレビ等への電波障害が発生するおそれが考えられると

きは、建築主に対して必要な措置を講ずるよう指導する。 

附則 

１． この指針は、平成２３年３月１日から施行する。 



別表 

 

（い） （ろ） 

地域又は区域 対象建築物 

第１種低層住居専用地域又は 

第２種低層住居専用地域 

地上３階以上の建築物又は 

軒の高さが７メートルを超える建築物 

第１種中高層住居専用地域又は 

第２種中高層住居専用地域 

高さが１０メートルを超える建築物 

第１種住居地域、第２種住居地域又は 

準住居地域 

高さが１０メートルを超える建築物 

準工業地域又は 

近隣商業地域 

高さが１５メートルを超える建築物 

商業地域 高さが２０メートルを超える建築物 

上記以外の地域 高さが１５メートルを超える建築物 

 

 

別記様式 

 


